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「研究成果報告一覧」の確認方法等について 
 

 

Ⅰ．「研究成果報告課題一覧」の確認方法 
 令和８(2026)年６月３０日までに「研究成果報告書」の提出が必要な研究課題について、以下の方法により確認できま

す。 

 
①  「科研費電子申請システムのトップページ」（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html）をブラウザに表示し、

「所属研究機関担当者ログイン」をクリックしてください。 

「応募者の所属研究機関担当者ログイン」画面が表示されますので、e-Rad の ID、パスワードを入力してログインし、

その後、表示された画面で、「交付内定時及び交付決定後の手続を行う」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
② 確認を行いたい研究課題の区分（補助金／基金）に応じて、「(C-19)研究成果報告書」、「(F-19-1、F-19-2)研究成

果報告書」をクリックしてください。 

「研究成果報告検索」画面が表示されますので、そのまま「検索実行」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Rad の ID、パ

スワードを入力 

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html


 
③ 令和８(2026)年６月３０日までに「研究成果報告書」の提出が必要な研究課題の一覧（研究成果報告一覧）が表示さ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．「研究成果報告一覧」の備考欄の入力方法等 

 

１．「研究成果報告書」を提出する場合 
 当該研究課題の研究代表者から、所属研究機関担当者への研究成果報告書の送信があった後、「選択」欄で「する」

を選択し、「確定・送信」をクリックしてください。 

 その後、画面の指示に従って、日本学術振興会への送信処理を完了してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「する」

を選択 

②「確定・送信」

をクリック 

令和８(2026)年3月下旬の段階で対象となる研究課題を表

示しています。令和８(2026)年度への繰越しを申請してい

る研究課題や年度末に補助事業の廃止等が承認され、提出

が不要な研究課題も表示されている場合があります。 

その場合は、「３．「研究成果報告書」を提出しない場合」に従

って対応してください。 



 
２．「研究成果報告書」を提出するが、後日再提出を行う場合 
特許の出願中等の理由により、一定期間公表を見合わせる必要がある箇所があるため、公表可能な範囲で研究成果

報告書を作成・提出する場合は、当該箇所の公表が可能となり再提出する予定日及び公表を見合わせる必要がある理

由を、以下の方法により研究成果報告一覧の備考欄に入力した上で、日本学術振興会への送信処理を行ってください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「研究成果報告備考入力」画面が表示されますので、「研究成果報告書の提出有無」欄で「公表可能な範囲で研究

成果報告書を作成・提出する」を選択し、「再提出予定日」欄に再提出予定日を、「再提出理由」に再提出理由を入

力して「OK」をクリックしてください。 

なお、再提出予定日及び再提出理由は、研究代表者自身が研究成果報告書作成画面において入力することも可

能です。研究代表者自身が既にこれらを入力していた場合は、研究成果報告一覧の備考欄及び本入力画面に、そ

の内容が予め入力済みの状態で表示されます。 

 
 

※ 再提出予定日を入力した研究課題についても、忘れずに日本学術振興会への送信処理を行ってください。なお、当

該研究成果報告書は科学研究費助成事業データベース（KAKEN）にて公表されますので、公表を見合わせる必要

がある箇所が含まれていないか、提出の際にご確認願います。 

 

 

３．「研究成果報告書」を提出しない場合 
以下の（１）～（４）の区分に従い、研究成果報告一覧の備考欄への入力を行ってください。 
なお、多忙、特許出願、データ取りまとめ等の理由は、研究成果報告書を提出できない理由として認めませんので御

留意ください。 
 

（１） 令和７（2025）年度から令和８(2026)年度への繰越又は育児休業等による補助事業期間の延長が承認された研究

課題の場合 

「未提出理由」欄で（１）を選択してください。 

 
繰越等により補助事業期間が延長されるため、今回は研究成果報告書を提出する必要はありません。 

「修正」を

クリック 

①「公表可能な範囲で研究成果報

告書を作成・提出する」を選択 

②再提出予定日を入力 

④「OK」をクリック 

③再提出理由を入力 

※多忙、データ取りまとめなどは

理由として認めません。 



 
（２） 令和７(2025)年度末に補助事業の廃止または育児休業等による研究中断が承認された研究課題の場合 

「未提出理由」欄で（２）を選択してください。 

 
（補助事業の廃止の場合） 

「研究成果報告書」等を提出する必要はありません。 

（研究中断が承認された場合） 

育児休業等から復帰する際の補助条件等に従い、提出期限内に提出してください。 

 
※ 研究計画最終年度前年度の応募研究課題が採択されたことに伴い、辞退又は廃止することとなった最終年度に当

たる研究課題の研究の成果については、研究代表者が作成する「研究成果報告書」により、辞退又は廃止すること

となった研究課題の最終年度の翌年度の６月３０日までに成果報告が必要です。 

 
（３） けがや病気等の特段の理由があって、「研究経過報告書」を提出する場合 

必ず事前に日本学術振興会へご相談の上、「未提出理由」欄で（３）を選択してください。 
 

（４） 「研究成果報告書」と「研究経過報告書」のいずれも提出しない場合 

必ず事前に日本学術振興会へご相談の上、「未提出理由」欄で（４）を選択してください。 

＜入力方法＞ 

① 当該研究課題の「備考」欄にある「修正」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  「研究成果報告備考入力」画面が表示されますので、「研究成果報告書の提出有無」欄で「研究成果報告書を提出

しない」を選択し、「未提出理由」を選択して「OK」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「３．「研究成果報告書」を提出しない場合」の入力後に、後日研究成果報告書を作成する場合、「備考」欄で「研究

成果報告書を提出しない」を選択していると、研究代表者の電子申請システム画面に研究成果報告書の作成ボタン

が表示されません。「備考」欄を削除すると研究代表者が成果報告書を作成できるようになります。 

「修正」を

クリック 

③「OK」をクリック ②「未提出理由」を選択 

①「研究成果報告書を

提出しない」を選択 


